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視 察 日 時 ２０２５年１１月１９日（水）１０時～１１時３０分 

視  察  先 山口県防府市 
人口 １１２，２７９人 

面積 １８９．３７㎢ 

担 当 職 員 等 
防府市保健こども部 子育て推進課長、係長 

視 察 内 容 
こども誰でも通園事業制度について 

視 察 目 的 令和６年度から試行的事業として先行実施している防府市の取り組みを学

び、令和８年度から同事業を実施する橿原市の参考とする。 

調 査 概 要 

こども誰でも通園制度は、保護者の就労状況に関わらず、０歳６ヶ月から

満３歳未満の未就園児が保育施設を時間単位で利用できる制度である。 令

和８年度からの全国での本格実施を目指し、現在は試行事業が進められてい

る。 

 

在宅子育て世帯に対して、保護者のリフレッシュや子ども同士の触れ合い

の機会をつくるなどのために、認可保育所等に在籍していない未就園児を対

象に、月１０時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず保育所等を利

用できる仕組みである。在宅で子育てをする世帯の子どもたちにも同じ年頃

の子どもたちと触れ合いながら、家庭にいるだけでは得られない様々な経験

を通じて、成長していくきっかけを作ることができる。 

 

防府市は令和６年度から制度の本格実施を見据えた試行的事業として実施

している。令和７年度は市内４６園のうち、７園が事業を実施し、一定の成

果は出ている。 

 

施設状況に応じて一般型、余裕活用型がある。一般型は独自に職員配置を

行うため制度の基準が必要で、余裕活用型は認可保育所や認定こども園など

既存施設の通常の人員配置基準が適用される。余裕活用型の方が比較的導入

しやすい。 

 

保育士は専任１名が必要であるが、すでに雇用している保育士でまかなえ

ているとのこと。これはこの制度の利用者がいる時間だけ専任保育士が確保

できればよいからである。 

 

保護者の利用料金は各施設で異なるが、概ね１時間３００円程度となって

いる。そこに市（国）の負担が１，３００円で、ひとりにつき、１時間当た

り１，６００円程度が売り上げとなる。 

 

先行してこの事業を実施してきたなかで、以下のような課題が出てきてい

る。 

・国の総合支援システムが使いにくい。 

・国が定める書類の整備等、保育士の負担は増えている。 

・利用者が増えないと、施設として運営は厳しい。 

・会計の処理が、保育事業と別にしなければいけない。 

・一時預かりとの違いが市民に伝わりにくい。 

・障害や医療的ケアが必要な子供を受け入れるには、追加の体制整備が必
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要。 

・その他 

 

これらの課題はモデル園の報告をもとに、令和８年度の本格実施に向け

て、国も含め整備を進めている。 

 

所     感 

こども誰でも通園制度は、一時預かりと異なる制度である。まず、この点

をしっかり理解し、周知することが必要である。 

また、防府市の先行実施の情報は、令和８年度から橿原市での本格実施に

向けて、とても参考になるものであるが、多くの課題が見えたのも確かであ

る。導入のハードルはなかなか高いと感じた。 

本格実施していくなかで、新たな課題も出てくるであろうし、導入施設は

それぞれ創意工夫しながら運営していくことになると思うが、市としてこの

事業のサポートをしっかりしていかなければ、継続していくことは難しい。 

まずは先行事例を参考に進めていくことになるだろうが、保育士不足が深

刻な状況の橿原市では、先行事例があってもこの保育士不足の問題も解消し

ていかなければならない。 

こども誰でも通園制度を実施するにあたっても、保育士の確保がいちばん

のハードルになり得るので、引き続きしっかり保育士確保に努めることが大

切である。 

 


